
 

 

報道発表資料  

令和６年３月 22日（金） 

豊橋市、豊川市同時発表 

豊橋市と豊川市は 

災害時等における水質検査協力に関する 

協定書を締結しました 

 

 豊橋市は、愛知県水道広域化推進プランに基づき、水道水の水質検査につい

て、豊川市と「災害その他非常の場合における水道水質検査業務に係る協定

書」を締結しました。 

 

１．協定締結日 

令和６年３月 15日（金）（令和６年４月１日施行） 

 

２．協定の目的 

水道事業体の責務である水道水質検査業務を直営にて実施している水道事業

体が、災害や検査機器故障等により、一時的に水道水質検査業務の継続が困難

な状況に陥った場合、協定者が相互協力し、検査業務を継続させることによ

り、水道水の安全を確保することを目的とした協定です。 

＜相互協力する内容＞ 

  ・非常時における協定者間での水道水質検査の実施 

  ・平時から協定者間での技術向上を目的とした研修交流の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合先 豊橋市上下水道局 浄水課 課長補佐 片山（電話 61-8761） 


